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１ マニュアル作成の目的

平成１９年２月１５日付文部科学省科学技術・学術政策局長通知「研究機関におけ

る公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」（以下、「ガイドライン」とい

う。）を踏まえ、平成１９年１１月１２日に本学において策定した「兵庫県立大学に

おける公的研究費の管理・監査体制の整備について」（別添１）及び「兵庫県立大学

における公的研究費不正防止計画」（別添２）に基づき、公的研究費の不正使用を防

止し、適正かつ効率的な研究費の管理・監査を行うための具体的手続きや留意事項、

参考資料等を判りやすく整理したマニュアルを作成する。今後は、本マニュアルを本

学の全ての教職員に周知することにより、公的研究費の不正防止対策をさらに徹底し

ていくこととする。

【ガイドライン】

第２節 適正な運営・管理の基礎となる環境の整備

最高管理責任者は、研究費の不正な使用（以下「不正」という。）が行われる可能性が常にあると

いう前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図ら 

なくてはならない。
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２ 公的研究費の範囲と取り扱い  

（１）公的研究費の範囲

ここで対象となる公的研究費は、文部科学省をはじめ、国の関係府省又は関係府省が

所管する独立行政法人から配分される、競争的資金を中心とした公募型の資金をいう。

なお、再受託等で他の大学や企業等を経由した場合でも、研究費の原資は国の関係府

省又は関係府省が所管する独立行政法人から配分されるものは、公的研究費に含まれる。

（関係府省及び関係府省が所管する独立行政法人の例示）

【総務省】

・（独）情報通信研究機構

・（独）宇宙航空研究開発機構

【文部科学省】

・（独）日本学術振興会

・（独）科学技術振興機構

・（独）日本原子力研究開発機構

・（独）海洋研究開発機構

・（独）宇宙航空研究開発機構（総務省再掲）

【厚生労働省】

・（独）国立健康・栄養研究所

・（独）医療基盤研究所

・（独）医療品医療機器総合機構

【農林水産省】

・（独）緑資源機構

・（独）農業・食品産業技術総合研究機構

・（独）農業環境技術研究所

【経済産業省】

・（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

・（独）日本原子力研究開発機構（文部科学省再掲）

・（独）原子力安全基盤機構

【環境省】

・（独）環境再生保全機構

・（独）国立環境研究所

（注）具体的な競争的資金等の例示は末尾に添付（各機関のホームページも参照のこと）
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（２）公的研究費の取り扱い 

公的研究費は、直接受入、再受託、共同研究等にかかわらず、研究費を大学で直接管理するも

のと、県の歳入金として受け入れ、県で管理するものの区分に応じて下記により取り扱うものと

する。

ア 研究費を大学で直接管理するもの

国の科学研究費補助金をはじめ、県の歳入金として受け入れず、大学で直接機関管理する公

的研究費については、本マニュアル、県の財務規則及び関係機関が示す諸手続き等に基づき適

正に事務を執行する。

なお、関係機関から特段の指示がない場合には、通帳管理等の経理手続き等について、文部

科学省の通知に基づき本学が作成している「文部科学省及び日本学術振興会が交付する科学研

究費補助金の取扱いについて」に準じるものとする。

（参考）文部科学省関係：「文部科学省及び日本学術振興会が交付する科学研究費補助金の取

扱いについて」（兵庫県立大学作成）

イ 県の歳入金として受け入れ、県で管理するもの

グローバルCOEや受託研究など、県の歳入金として受け入れ県で管理する公的研究費につい

ては、直接経費だけでなく、間接経費も含めて、本マニュアル、県の財務規則及び関係機関が

示す諸手続き等に基づき適正に事務を執行する。

なお、関係機関から特段の指示がない場合には、経理手続き等について、文部科学省の通知

に基づき本学が作成している「文部科学省及び日本学術振興会が交付する科学研究費補助金の

取扱いについて」に準じるものとする。
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３ 管理責任体制

(1) 管理責任体制

公的研究費の運営・管理を適正に行うため、学長を中心とした次のような管理責任体

制を整備することとし、学内外にホームページ等で公表する。

①最高管理責任者

（学 長）  

②統括管理責任者

（研究担当副学長）＊

＊研究倫理委員会

委員長を兼務

③統括管理副責任者

（事務局長）

研究活動の不正行為防止 研究費の不正使用防止

④部局等責任者

各学部長・研究科長

各研究所長、各センター長

各事務部長

①最高管理責任者（学長）の職務

・大学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。  

・不正防止計画を策定し、進行管理を行う。  

・内部監査部門を統括し、モニタリング及び内部監査を行う。  

②統括管理責任者（研究担当副学長）の職務

・最高管理責任者を補佐し、公的研究費の管理・運営について実務上の統括を行う。  

・研究者に対する意識啓発、指導の徹底を行う。  

・不正事案に係る通報を受け、調査を行う。  

③統括管理副責任者（事務局長）の職務

・最高管理責任者を補佐し、公的研究費の不正防止について実務上の統括を行う。  

・事務職員に対する意識啓発、指導の徹底を行う。  

・全学的なモニタリング及び内部監査を行い、最高管理責任者に報告する。

④部局管理責任者（各学部長・研究科長、各研究所長、各センター長、各事務部長）の職

務

・部局内の研究者・事務職員に対する意識啓発、指導の徹底を行う。  

・部局内研究者の公的研究費の使用状況に対するモニタリングを行う。  
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【ガイドライン】

第１節 機関内の責任体制の明確化

競争的資金等の運営・管理を適正に行うためには、運営・管理に関わる者の責任と権限の体系を

明確化し、機関内外に公表することが必要である。

① 機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者（以下「最高管理責

任者」という。）を定め、その職名を公開する。最高管理責任者は、原則として機関の長が当た 

るものとする。

② 最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責 

任と権限を持つ者（以下「統括管理責任者」という。）を定め、その職名を公開する。

③ 機関内の各部局（例えば、大学の学部、附属の研究所等、一定の独立した事務機能を備えた組

織）における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者（以下「部局責任

者」という。）を定め、その職名を公開する。

④ 最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局管理責任者が責任を持って競争的資金等の運営・

管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。



- 6 -

(2) 職務権限と責任の明確化

本学における教員と事務職員（以下「研究者等」という。）の権限と責任については、

兵庫県財務規則（昭和39年規則第31号、以下「財務規則」という。）や兵庫県立大学処

務細則など県の諸規則で規定しているところであり、公的研究費についても、これまで

同様、これら関係規程を踏まえ、職務権限に応じた決裁（処務細則等）及び発注・検収

を行う必要がある。

《 職務権限者 》

契 約 者 金 額（１契約） 根 拠 法 令 等

事務局長 ２，０００万円以上 財務規則第４条 
総務部長・キャンパス

事務部長

１０万円以上

～２，０００万円未満

処務細則第４条別表第２に  
基づく専決委任

財務課長、キャンパス

総務課長等 １０万円未満

処務細則第４条別表第２に  
基づく専決委任

検 収 者 金 額（１契約） 必要書類等 根 拠 法 令 等

総務部長・キャンパス

事務部長 ２００万円超 検査調書 財務規則第１０７条第１項  
財務課長、キャンパス

総務課長等（注） ２００万円以下 検収印 財務規則第１０７条第２項  
（注）検収を担当する職員等については、次項のとおり。

【ガイドライン】

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

（２）職務権限の明確化

① 競争的資金等の事務処理に関する研究者と事務職員の権限と責任について、機関内で合意

を形成し、明確に定めて理解を共有する。

② 業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じないよう適切な職務分掌を定める。

③ 各段階の関係者の職務権限を明確化する。

④ 職務権限に応じた明確な決裁手続きを定める。
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委 嘱 一 覧 表

所 属 部 署 等

委嘱

区分

（注）

職 名 等

委嘱

区分

（注）

職名等 備 考

大学本部 総務部 1 総務課職員

神戸学園都市キャンパス 事務部 1 経理員を除く総務課職員 3 教員
教員の検収は、夜間や土日等に納品

があった場合の措置とする。

姫路書写キャンパス 事務部 1 経理員を除く総務課職員 3 教員 同 上

播磨科学公園都市キャンパス 事務部 1 経理員を除く総務課職員 3 教員 同 上

姫路新在家キャンパス 事務部 1 経理員を除く総務課職員 3 教員 同 上

明石キャンパス 事務部 1 経理員を除く総務課職員 3 教員 同 上

淡路キャンパス 事務部 1 経理員を除く総務課職員 3 教員 同 上

神戸ポートアイランドキャンパス 事務部 1 経理員を除く業務課職員 3 教員 同 上

高度産業科学技術研究所 高度産業科学技術研究所 1
経理員を除く高度産業科学

技術研究課職員
3 教員 同 上

自然環境系 2 所長 4 教員
教員の検収は、所長が不在の場合の

措置とする。

田園生態系 2 次長 4 教員
教員の検収は、次長が不在の場合の

措置とする。

宇宙天文系 2 次長 4 教員 同 上

自然・環境科学研究所

森林・動物系 2 次長 4 教員 同 上

（ 注 ） 委嘱区分「１」は、経理員が不在時に検収を委任するもの

委嘱区分「２」は、大学事務職員の配属がない所属等での検収事務に対応するため委任するもの

委嘱区分「３」は、総務課職員、業務課職員、高度産業科学研究課職員が不在時に検収を委任するもの

委嘱区分「４」は、検収事務を委任する所長、次長が不在時に検収を委任するもの

（説明）庁舎管理の職員等が行う郵送等による物品の受領は、大学としての検収ではなく「預かり」行為である。
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４ 研究者及び事務職員の行動規範と調査・懲戒手続き

(1) 研究倫理指針

ア 研究者の研究倫理意識の高揚

平成１８年５月に策定した「兵庫県立大学研究倫理指針」（以下、「研究倫理指針」

という。）では、本学の研究者が研究を進める上で遵守すべき基準を、研究者の責務

と大学の責務として定め、特に、研究費の不正使用については、研究費の適切な管理

として、税金等で賄われている研究費の適正な使用・管理、法律・規則等の遵守、証

拠書類等の適切な管理・保存を求められることから、この研究倫理指針に沿って研究

者の研究倫理意識が高揚するよう必要な啓発及び研修を実施する。

【研究倫理指針】

３ 研究者の責務

３－10 研究費の適切な管理

３－10－１ 研究者は、研究費の原資が学生納付金、国・地方公共団体等からの補助金や財団・

企業等によって賄われていることを深く認識し、研究費の適正な使用・管理に努めなければな

らない。

３－10－２ 研究者は、研究費の使用に当たっては、関係法令、県の財務規則、当該補助金等の

使用規則等を遵守しなければならない。

３－10－３ 研究費に関する証拠書類等については、県の財務規則等に基づき所定の期間、適切

に管理・保存しなければならない。

【ガイドライン】

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

（３）関係者の意識向上

③ 関係者及び事務職員の行動規範を策定する。
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イ 不正に係る調査・懲戒手続き

(ｱ) 不正に係る通報等があった場合には、研究倫理指針に基づき、①研究倫理委員

会委員長による予備調査、②研究倫理委員会による本調査と調査結果の報告・公

表、③不正行為が認定された者についての懲戒処分（教育公務員特例法に規定す

る手続きに基づき学長が知事に申し出る）等を行う。  

(ｲ) 研究倫理委員会の調査結果により不正行為が認定された場合には、学長は関

係府省にも報告する。

【研究倫理指針】

４ 兵庫県立大学の責務

４－３ 本指針に違反する行為の通報及び調査

４－３－１ 本指針に違反する行為が行われていることを知った者及び当該行為により不利益又

は不公正な取扱いを受けている者は、関係証拠書類等を添付し、その旨、委員会の委員長（

以下「委員長」という。）に通報するものとする。この場合、委員長及び調査関係者は、当該通

報者に不利益が生じないよう十分に注意しなければならない。

４－３－２ 委員長は、当該通報内容を精査し、必要に応じて関係する研究分野の学内の専門家

の協力を得て、予備調査を実施する。

４－３－３ 委員長は、上記予備調査の結果を学長に報告し、学長が本調査の必要を認めときは、

速やかに委員会で本調査を行うものとする。

４－３－４ 委員長又は委員会は、調査に必要な資料や機器を保全する必要があると認めるとき

は、関係者に次の必要な措置を執ることを要請することができる。

・疑義を受けている者（以下「調査対象者」という。）の当該調査に係る利害関係者との接触の

禁止

・調査対象者の所属研究室などの一時閉鎖

・調査に係る物品、資料の確保

・その他必要な措置

４－４ 本指針に違反する行為者等への対応

４－４－１ 学長は、委員会の調査結果により不正行為が認定された者（以下「不正行為認定者」

という。）について、教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）に規定する手続きに基づき懲

戒処分を知事に申し出るものとする。

４－２－２ 学長は、不正行為認定者が既に支出した研究費のうち、適正でないと認められる支

出分ついては、返還を求めるほか、当該不正認定者に対しては学長が指定する期間、内外の競 

争的研究資金を含む研究費の使用を禁止するものとする。（研究機器の維持管理費は除く。）

４－４－３ 学長は、十分な根拠もなく、専ら調査対象の研究者を陥れる目的で通報を行った者

に対して、教育公務員特例法に規定する手続きに基づき懲戒処分を知事に申し入れるものとす

る。
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【ガイドライン】

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

（４）調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

① 不正に係る調査の手続き等を明確に示した規程等を定める。

② 不正に係る調査に関する規程等の運用については、公正であり、かつ透明性の高い仕組みを

構築する。

③ 懲戒の種類及びその適用に必要な手続き等を明確に示した規程等を定める。

第５節 情報の伝達を確保する体制の確立

④ 機関内外から相談窓口及び通報窓口の仕組みについて、ホームページ等で積極的に公表する。
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 (2) 事務職員の行動規範等

事務職員については、職員服務規程に基づき、「公務員として、誠実かつ公平に職務

を遂行する。」ことが義務づけられており、「職務上の義務に違反し、職務を怠りその

他県民全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった職員」については、人事考査規

程により、地方公務員法に基づく処分（分限及び懲戒）等を行う。  

【副知事通知】

「執務姿勢の確立と綱紀粛正について（人第１０９５号、平成19年７月10日付）」

１ 県民主役の「参画と協働」の行政の推進について

(2) 県民に信頼される適正な事務処理の確保

日々の務処理については、法令等の根拠に立ち返り、基本に忠実に、かつ厳正に
取り組み、会計経理・契約等の事務処理、個人情報の管理・取扱い、電磁的記録
媒体の管理等について、適正な処理を行う。

① 会計経理、契約等の事務処理については、必ず複数人でのチェックを行うとともに、法令、

通知等に基づき、適正な処理を行うこと。

② 管理監督職にある者は、所管事務の全般について、その事務処理状況が法令等に適合して執

行されているか、各担当者が実質的に審査を行っているか、定期的に再点検すること。

③ 「綱紀粛正について」（昭和63年６月８日人第162号知事通知）に基づき、副課長等による所

属内の定期的な業務監査の実施について、より一層の徹底を図ること。

④ 個人情報の管理・取扱い、電磁的記録媒体の管理、公印等の保管等には十分注意し、適切に

処理すること。

⑤ 各種協議会等の事務局の会計経理等についても、必ず複数人でのチェックを行うとともに、

定期的に再点検すること。

⑥ 関係団体における経理事務については、一部の団体において、不適正な経理処理が行われた

ことを踏まえ、「県関係団体会計事務指導・支援マニュアル」等を活用し、改めて団体内部での

相互チェックの充実等、適正な執行が図られるよう指導すること。

⑦ 法令違反や職務上の義務違反、県政を推進するにあたり県民の信頼を損なうおそれが

ある行為については、「兵庫県職員公益通報制度」を活用する等、不正の未然防止や

業務改善に取り組むこと。

⑧ 事務の簡素・効率化を一層推進するため、職員一人ひとりがコスト意識を持ち、身のまわり

の無駄を省いて、具体的な経費節減に努めること。

【地方公務員法】

第５節 分限及び懲戒

第29条 懲戒

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し、懲戒処分として戒告、減給、停 

職又は免職の処分をすることができる。

１．この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の

規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程等に違反した場合

２．職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

３．全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
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【ガイドライン】

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

（３）関係者の意識向上

③ 関係者及び事務職員の行動規範を策定する。
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５ 不正防止計画

(1) 不正防止計画の策定

公的研究費に係る不正を防止するため、ガイドラインの趣旨を踏まえ策定した、「兵

庫県立大学における公的研究費不正防止計画」（以下、「不正防止計画」という。）を

学内外に対してホームページ等で公表する。

不正防止計画は、当面、重点的に取り組むべき事項をまとめ、適切な対策を実施して

いくものであり、今後とも絶えざる点検と見直しを行い、改正の都度学内外に周知を図

っていく。

【不正防止計画】別添のとおり

【ガイドライン】

第３節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

（１）不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定

① 不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか、機関全体の状況を体系的に整理

し評価する。

② 不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定する。
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 (2) 推進体制

不正防止計画の策定及び推進は、事務局総務部総務課及び財務課で担当するが、各キ

ャンパスや附置研究所における担当課は、総務課又は総務担当課とする。

不正防止計画に基づく取組みの進捗状況については、随時確認し、学長等に報告する。

【ガイドライン】

第３節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

（２）不正防止計画の実施

① 研究機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当する者又は部署（以下「防止計画推進

部署」という。）を置く。 

② 最高管理責任者が率先して対応することを機関内外に表明するとともに、自ら不正防止計

画の進捗管理に努めるものとする。
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不正防止計画推進部署及び内部監査部門

【最高管理責任者】

学 長

【統括管理責任者】

事務局長

【統括管理責任者】

研究担当副学長

総務部長

総務課 財務課

各学部長・研究科長 各研究所長 各センター長 各事務部長

各キャンパス等の総務課

各研究所等の総務担当課

【部局管理責任者】

不正防止計画推進部署

内部監査部門

不正防止計画推進担当課
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６ 不正防止のための取組み

(1) 物品の検収関係

公的研究費で納入される物品については、原則として本学経理員が検収を行う。  

事務局長は、経理員が配置されていない所属においては職員を、職員が配置されて

いない所属においては教員を予め指名して検収を委任するものとする。

ア 基本的な検収の対応

通常の物品の納品についての収納の方法

(ｱ) 納入業者は、納品の際、必ず経理担当課（又は、経理を補助する号館事務室）

に立ち寄る。  

(ｲ) 経理員、検収の委任を受けた教職員（以下「経理員等」という。）又は経理事

務を補助する職員（以下「経理補助者」という。）は複数の職員で、納品書と物

品を照合のうえ、業者から物品を受領のうえ、受取書と納品書に押印する。

（ｳ）納品検収は、原則、業者の電算処理による納品書によることとし、納品書の日

付についても、電算処理による日付となっていることを必ず確認する。

(ｴ) 物品と納品書は、発注した教員の元に送られ、教員は物品に間違いがなければ、

納品書に確認印を押し、経理員等に返送するものとする。

(ｵ) 業者からの請求書（納品書と同封、又は後日送付があったもの）については、

納品書に受取者の印と教員の確認印が押印されているもののみ、経理員等が請求

書に検収印を押印する。

(ｶ) 管理職員等は請求書等の証拠書類と納品書、現物等を月１回程度は随時抽出し、

確実に照合、点検するものとする。

イ 夜間等の対応

夜間や休日等事務職員が不在の時に納品があった物品の収納の方法

(ｱ) 夜間等職員がいない場合は、業者は直接教員の部屋等に納品することになり、

教員（できるだけ発注した教員以外が良いが、本人でも可）が経理員等に代わり、

受領するものとし、教員は、納品書と物品を照合のうえ、業者から物品を受領し、

受取書と納品書に押印する。その際、納品が勤務時間外になった理由等を納品書

に記載するものとする。

(ｲ) 教員は、速やかに、経理員に物品と納品書（発注した教員の確認印を押したも

の）を持参等行い、経理員の検収を受けるものとする。

(ｳ) 検収印の押印と支払いについては、上記ア(ｵ)と同じ。  

ウ 郵送等の対応

郵送又は宅急便等で納品があった物品の収納方法

(ｱ) 郵送等で納品があった物品は、職員又は経理補助者が運送業者等に受取印を押

印することになる。この場合、経理員等又は経理補助者が教員に公的研究費よる
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納品かどうか発注した教員に確認する。

(ｲ) 公的研究費にかかる納品であれば、上記ア(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)、(ｵ)と同じ。  

エ 教員の立て替え払いの対応

科学研究費補助金等において、教員が立替払いをして購入した物品の収納方法

(ｱ) 教員は、購入した物品と領収証（物品の内容が記載されたもの）を経理員等ま

で持参等行い、経理員等は複数で物品と領収証を照合する。

(ｲ) 物品に間違いがなければ、経理員等は領収証に検収印を押印する。

オ 物品検収以外の確認方法

(ｱ) 機器のリース又は役務の提供等に関しては、原則、経理員等が確認を行うが、

経理員等が立ち会いできない場合等は、必要に応じ、発注した教員等が現場写真

やメーターの数値等記録を付して、経理員に報告するものとする。

(ｲ) 経理員は、請求書に確認印を押印する。

【ガイドライン】

第４節 研究費の適正な運営・管理活動

第３節で策定した不正防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行う。業者との癒着の発生を防止

するとともに、不正につながりうる問題が捉えられるよう、他者からの実効性のあるチェックが

効くシステムを作って管理することが必要である。

③ 不正な取引は、研究者と業者の関係が緊密な状況で発生しがちであることにかんがみ、癒 

着を防止する対策を講じる。

④ 発注・検収業務について当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運 

営する。

⑤ 発注・検収及び非常勤雇用者の勤務状況確認等の研究費管理体制の整備について、機関の

取り組み方針として明確に定める。
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物 品 納 入 と 請 求 書 等 の 流 れ

関係者 ①購入計画 → ②見積書 → ③購入決定 → ④発注 → ⑤納品書 → ⑥請求書 → ⑦物品管理

教 員 等
購入計画と予

算確認
見積依頼 購入依頼 発注依頼（注 1） 立会依頼（注 2） 物品受領

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑

業 者 ↓ ↑ 見積書発行 ↓ ↑ 発注受け 納品書と物品 請求書発行 ↑

↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

（経理補助員） （帳簿確認） （帳簿記入） ↑
（押印・返却と物

品受領）
（受領（経由）） （物品送付）

↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

経理員等 帳簿確認 購入決定 発注
押印・返却と物

品受領(注 3)

受領・検収印の

押印
物品送付

（注１）１００万円未満の物品の購入については、経理員は教員に発注を依頼することができる。

（注２）経理員は、５０万円以上の物品の検収にあたり、教員に立ち会いを求めるものとする。

（注３）経理員等が直接検収等を行った場合は、物品を総務課等で受領し、後で教員等に手渡すか、もしくは、請求書⑥に経理員等が押印（検品）し、⑤、⑥、⑦を納品業者に教員等まで届けさせ、

教員等は受領書に押印し、業者に返却、納品書⑤にも押印のうえ経理員に返却する。（教員が授業中の時などは経理補助員に預けるものとし、経理補助員は受領書に押印し、業者に返却すると

ともに、教員から請求書⑥に印をもらい総務課に返却する。）
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物品の直接購入（立替払い）と領収証等の流れ

関係者 ①購入計画 → ②見積書 → ③購入決定 → ④支払・納品 → ⑤領収書 → ⑥物品管理

業 者
見積書発行

（省略可）

物品引渡と代

金受領
領収書発行

↑ ↓ ↑ ↓ ↓

教 員 等
購入計画と

予算確認
見積依頼

購入決定・

通知

代金支払と物

品受領

領収書提出と

代金受領
物品提示後管理

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

（経理補助員） （帳簿確認） （帳簿記入） （経由） （経由）

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

経理員等 帳簿確認
通知受け・

帳簿記入

領収書受領と

代金支出
物品確認

（注）立替払いは、科学研究費及び助成金に適用し、県費では、原則として認められていない。
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(2) 出張の事実確認

ア 出張者（学外者を含む。）が出張報告（記録）書を作成するに当たり、用務内容

によって次の手続きを行うものとする。

(ｱ) 研究打合せ等の用務である場合は、出張報告（記録）書に打合せ等の相手方

の所属・氏名を記載する。

(ｲ) 学会出席等の用務である場合は、大会要旨や当日配布される資料等の一部を

添付する。

イ 各キャンパスの総務課又は附置研究所等の総務担当課（以下「キャンパス総務課

等」という。）は、上記(ｱ)及び(ｲ)に基づき、無作為抽出による事実確認を不定期に

実施する。

【ガイドライン】

第４節 研究費の適正な運営・管理活動

第３節で策定した不正防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行う。業者との癒着の発生を防止

するとともに、不正につながりうる問題が捉えられるよう、他者からの実効性のあるチェックが

効くシステムを作って管理することが必要である。

⑦ 研究者の出張計画の実行状況等を部局等の事務で把握できる体制とする。

【不正防止計画】

２ 不正防止に向けた具体的取組みの実施

(2) 出張の事実確認

ア 出張者（学外者を含む。）が出張報告（記録）書を作成するに当たり、用務内容によって次の 

手続きを行うものとする。

(ｱ) 研究打合せ等の用務である場合は、出張報告（記録）書に打合せ等の相手方の所属・氏名

を記載する。

(ｲ) 学会出席等の用務である場合は、大会要旨や当日配布される資料等の一部を添付する。

イ 各キャンパスの総務課又は附置研究所等の総務担当課（以下「キャンパス総務課等」とい

う。）は、上記(ｱ)及び(ｲ)に基づき、無作為抽出によるの事実確認を不定期に実施する。
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出張申請から旅費支払までの流れ

予算残額

の確認

旅行命令簿

に記載

旅行命令

簿の決裁
出張 出張報告書

の作成

出張報告書

による出張

の事実確認

旅費請求書

の作成

支払手続

(精算払)

教員等

部局長

決 裁

管理・保管
出張の事実

確認

支払手続

(精算払)

旅行命令簿

に記載

出張報告書

の作成予算残額

の確認

予算残額

の確認

照
会
・
確
認

出張

･旅行命令簿とのﾁｪｯｸ

･添付資料等のﾁｪｯｸ

旅費請求書

の作成

旅費請求書に

請求印押印

キャンパス

総務課等
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(3) 研究補助者の管理と事実確認

ア 研究補助者本人が、業務終了後、業務日誌又は実験ノート等を添付のうえ出勤表

（兼実施報告書）をキャンパス総務課等に提出することとし、業務内容等について

研究補助者本人から直接、事実を確認する。

イ キャンパス総務課等は、無作為抽出による勤務状況の事実確認を不定期に実施す

る。

【ガイドライン】

第４節 研究費の適正な運営・管理活動

第３節で策定した不正防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行う。業者との癒着の発生を防止

するとともに、不正につながりうる問題が捉えられるよう、他者からの実効性のあるチェックが

効くシステムを作って管理することが必要である。

⑤ 発注・検収及び非常勤雇用者の勤務状況確認等の研究費管理体制の整備について、機関の

取り組み方針として明確に定める。

【不正防止計画】

２ 不正防止に向けた具体的取組みの実施

(3) 研究補助者の管理と事実確認

ア 研究補助者本人が、業務終了後、業務日誌又は実験ノート等を添付のうえ出

勤表（兼実施報告書）をキャンパス総務課等に提出することとし、業務内容等

について研究補助者本人から直接、事実を確認する。

イ キャンパス総務課等は、無作為抽出による勤務状況の事実確認を不定期に実

施する。
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研究補助者への謝金等の支払までの流れ

予算残高の

確認

業務実施

伺の作成

業務実施伺

の決裁
業務実施 出勤表(兼

実施報告

書)作成

業務実施の

事実確認

支払手続

(精算払)

研究者等

研究補助者等

ｷｬﾝﾊ゚ ｽ総務課

等

ｷｬﾝﾊ゚ ｽ事務部

長

予算残高

の確認

予算残高

の確認

業務実施の

意向を連絡

業務実施伺の

作成

決 裁

業務実施

出勤表(兼実施報
告書)作成･提出

出勤表(兼実施報
告書)確認

業務実施の

事実確認

支払手続

(精算払)
決裁書保管

業務の応諾
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 (4) 予算の執行状況の監視等

経理員は、研究費の執行状況を把握しておくものとする。

ア 毎年１２月末現在（研究の終期が年度の途中である場合は、その終期の３ヶ月前

（以下同じ））で、予算の執行残を確認し、予算の半分以上が残っている教員に対

して、執行予定書（様式例：研究費の差引簿で１２月末現在の下欄に支払予定日と

概算金額等を記載したもの）の提出を求める。

イ 執行予定書において、年度内に執行残が発生する見込みであれば、内容を確認し、

①繰り越しが必要な場合は繰越手続きを、②執行そのものが必要ないと判断される

場合は補助金の返還手続きを、統括管理責任者と協議のうえ行うものとする。

ウ 毎年２月末（研究の終期が年度の途中である場合は、その終期の１ヶ月前（以下

同じ）に、支払い手続きが済んでいない研究費について、教員から執行計画書

（様式例：研究費の差引簿で２月末現在の下欄に支払予定日と金額等を記載したも

の）の提出を求める。

エ 支払いは、原則として４月中に済ませるようにする。

【ガイドライン】

第４節 研究費の適正な運営・管理活動

① 予算の執行状況を検証し、実態と合ったものになっているか確認する。予算執行が当該計

画に比較して著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問題がないか確認し、問題があれ

ば改善策を講じる。

② 発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握できるようにする。
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 (5) 相談窓口

教職員及び業者等からの相談に応じるため、以下のとおり相談窓口を設置する。

・大学本部：事務局総務部財務課

・各キャンパス（＊） ：各キャンパス事務部総務課、業務課

＊政策科学研究所、地域ケア開発研究所を含む  

・高度産業科学技術研究所：高度産業科学技術研究課

・自然・環境科学研究所 ：事務局企画調整部企画課

相談窓口では、相談内容について必要と認められる場合は、財務課を通じて統括管理

責任者に報告するものとする。

【ガイドライン】

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

（１）ルールの明確化・統一化

③ 事務処理手続きに関する機関内外からの相談を受け付ける窓口を設置し、効率的な研究遂

行を適切に支援する仕組みを設ける。

第５節 情報の伝達を確保する体制の確立

① 競争的資金等の使用に関するルール等について、機関内外から相談を受け付ける窓口を設 

置する。
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 (6) 内部監査体制

公的研究費に係る事務の適正な執行を図るため、事務局総務部総務課及び財務課の職

員、各キャンパス事務部の職員で事務局長が指名する者で構成する内部監査チームを組

織し、定期的（科学研究費補助金の申請時）又は不定期（随時又は必要に応じ）に内部

監査を実施する。

監査の方法については、科学研究費補助金の監査手順を準用する。

監査報告結果については、毎年度取りまとめ、学内に周知する。

研究費の執行に関するモニタリングは、不正防止の観点から日常的に行う。

各キャンパスにおいて、事務部長、総務課長等は、毎年度少なくとも１回、１２月に

内部監査のチェック項目に沿って公的研究費毎に、１割相当の件数について、モニタリ

ングを行う。

【ガイドライン】

第６節 モニタリングの在り方 

① 競争的資金等の適正な管理のため、機関全体の視点からモニタリング及び監査制度を整備

する。

② 内部監査部門は、会計書類の形式的要件等の財務情報に対するチェックのほか、体制の不 

備の検証も行う。 

③ 内部監査部門は第３節（２）の防止計画推進部署との連携を強化し、不正発生要因に応じ 

た内部監査を実施する。

④ 内部監査部門を最高管理責任者の直轄的な組織として位置付け、必要な権限を付与する。

⑤ 内部監査部門と監事及び会計監査人との連携を強化する。
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７ 不正の通報

(1) 通報窓口

ア 公的研究費の不正の通報窓口は、次の２カ所とする。

・研究担当副学長（研究倫理委員会事務局：総務部総務課）

・兵庫県公益通報相談員

イ 通報窓口担当者は、必要に応じ最高管理責任者に報告するものとする。

【研究倫理指針】

４ 兵庫県立大学の責務

４－３ 本指針に違反する行為の通報及び調査

４－３－１ 本指針に違反する行為が行われていることを知った者及び当該行為により不利益又

は不公正な取扱いを受けている者は、関係証拠書類等を添付し、その旨、委員会の委員長（ 

以下「委員長」という。）に通報するものとする。この場合、委員長及び調査関係者は、当該通

報者に不利益が生じないよう十分に注意しなければならない。

【県公益通報制度】

１ 趣旨

公益通報者保護法の趣旨に即し、職員等から業務遂行にあたって知り得た法令違反や職務上の

義務違反等についての通報を受ける制度を新たに創設し、法令遵守の徹底を図り、もって県民の

公益の保護に資するとともに、組織の活性化、健全化を図ることにより、より透明で公正な県民

に信頼される県政を推進する。

４ 通報事案の処理

（１）通報の受理

知事は、県庁１号館13階に設置した受付窓口（公益通報相談員）において、通報者からの

電話、ＦＡＸ、メール等による通報を受理する。

【ガイドライン】

第５節 情報の伝達を確保する体制の確立

② 機関内外からの通報（告発）窓口を設置する。
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通報窓口から最高管理責任者までの情報の流れ

通報者

研究倫理委員会

【調査委員会】

②予備調査の実施

⑤本調査の実施

【最高管理責任者】

学 長

【通報窓口】

研究倫理委員会委員長

（研究担当副学長）

事務局：総務部総務課

（078）367-8600 

学外

学識

者

通

報

①通報の受理

③
予
備
調
査
結
果
の
報
告

④
本
調
査
の
指
示

⑥
本
調
査
結
果
の
報
告

⑧対応

・研究費の返還請求・使用禁止等の措置

・教育公務員特例法に基づき人事処分について任命権者あて申し出 

⑦
調
査
結
果
の
概
要
の
公
表

【通報窓口】

公益通報受付窓口

(078)360-8511 

県の公益通報制度

通 報

･調査依頼

･対応要請

･調査結果報告

･対応案･対応結果報告

兵庫県立大学



29 

 (2)  通報者に対する保護

公的研究費の不正使用について通報した者及び相談した者（以下、「通報者」という。）

が不利益な取り扱いを受けることのないよう、通報者は、研究倫理指針や兵庫県職員公

益通報制度の規定により保護されていることを周知する。

周知は、大学ホームページで行う。  

【研究倫理指針】

４ 兵庫県立大学の責務

４－３ 本指針に違反する行為の通報及び調査

４－３－１ 本指針に違反する行為が行われていることを知った者及び当該行為により不利益又

は不公正な取扱いを受けている者は、関係証拠書類等を添付し、その旨、委員会の委員長（以 

下「委員長」という。）に通報するものとする。この場合、委員長及び調査関係者は、当該通報

者に不利益が生じないよう十分に注意しなければならない。

【県公益通報制度】

５ 通報者の保護

（１）通報処理に従事する者は、通報者が、通報したことにより不利益な取扱いを受けることが

ないよう、その処理にあたっては十分留意する。

（２）万一、不利益な取扱いを受けた場合には、通報の手続きに準じて申し出ることができるこ

ととし、申し出があった場合は、委員会において対応案の審議等を行うものとする。



30 

 (3) 取引業者への対応

公的研究費の不正使用に関与した業者については、兵庫県指名停止基準（平成６年６

月１６日）に基づき、知事が指名停止（契約担当者に対し、当該業者を一定の期間、指

名の対象外とすること）を行う。  

【兵庫県指名停止基準】

第１条 知事は、入札参加資格者が別表第１又は別表第２に掲げる措置条件（以下「措置条件と

いう。」の一に該当するときは、入札参加者審査会の議を経て、これらの表に定めるところに

より期間を定め、指名停止を行うものとする。

（別表第２抜粋）

（補助金の不正受給を目的とした不正行為）

４ 業務に関し、入札参加資格者が、補助金等の不正受給を目的とした不正行為により、補助金

等に係る予算の適正化法に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」と 

いう。）第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

(1) 県の補助事業等又は間接補助事業等（以下「補助事業等」という。）に関し補助金等適正化

法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

指名停止期間 → １２箇月（逮捕、書類送検又は起訴を知った日から）

【ガイドライン】

第４節 研究費の適正な運営・管理活動

⑥ 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を機関として定める。
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８ 意識啓発

(1) 説明会等の開催

ア 兵庫県立大学研究倫理指針に基づき、研究者の研究倫理意識の高揚を図るため、

必要な啓発等を実施する。

イ 特に、公的研究費の不正防止等を図るため、公的研究費を申請する教職員を対象

に、研修会を開催し、コンプライアンス（法定遵守）の意識を徹底する。

【研究倫理指針】

４ 兵庫県立大学の責務

４－１ 啓発・研修の実施

大学は、研究者の研究倫理意識の高揚を図るため、必要な啓発及び倫理教育を実施する。

【ガイドライン】

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

（３）関係者の意識向上

① 研究者個人の発意で提案され採択された研究課題であっても、研究費は公的資金によるも

のであり、機関による管理が必要であるという原則とその精神を研究者に浸透させる。

② 事務職員は専門的能力を持って公的資金の適正な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行を

目指した事務を担う立場にあるとの認識を機関内に浸透させる。
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 (2) 誓約文書の徴収

公的研究費に採択された教員から、関係ルールを遵守する旨の誓約書（様式は、科学

研究費補助金の確認書様式を準用）の提出を求める。

様式 A－２－３ 

科学研究費補助金の使用

にあたっての確認書

（自署） （自署）

私、 は、平成 年度

の科学研究費補助金により研究を遂行

するにあたり、補助条件を理解しこれ

を遵守いたします。また、科学研究費

補助金が、国民の貴重な税金で賄われ

ていることを十分認識し、科学研究費

補助金を公正かつ効率的に使用すると

ともに、研究において不正行為を行わ 
ないことを約束いたします。

作成上の注意

１．本様式は、交付申請者が自ら作成し、所属研究機関が保管すること。

２．上記の内容がすべて網羅されていれば、用紙の規格・形式は任意であっても差し支えない。

＊様式A－２－３は、研究機関で保管して下さい。
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附則 このマニュアルに関する規定は、平成２０年３月より施行する。

附則 このマニュアルに関する規定は、平成２１年４月１日より施行する。

附則 このマニュアルに関する規定は、平成２２年４月１日より施行する。

附則 このマニュアルに関する規定は、平成２３年４月１日より施行する。


